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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成25年7月4日(2013.7.4)

【公開番号】特開2011-242562(P2011-242562A)
【公開日】平成23年12月1日(2011.12.1)
【年通号数】公開・登録公報2011-048
【出願番号】特願2010-113841(P2010-113841)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   7/28     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  13/36     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ 101/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   7/11    　　　Ｎ
   Ｇ０３Ｂ   3/00    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/232   　　　Ｈ
   Ｈ０４Ｎ 101:00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年5月16日(2013.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焦点検出を行う焦点検出手段と、
　前記焦点検出手段により検出されたディフォーカス量に基づいてレンズの駆動制御を行
う制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、
　前記ディフォーカス量が前記レンズの第一の合焦判定幅の範囲内の場合には該レンズの
駆動を行わずに合焦動作を終了し、該ディフォーカス量が該第一の合焦判定幅の範囲外の
場合には合焦動作を行い、
　前記ディフォーカス量が前記レンズの第二の合焦判定幅の範囲内の場合には該レンズの
駆動完了後に再度焦点検出を行うことなく合焦動作を終了し、該ディフォーカス量が該第
二の合焦判定幅の範囲外の場合には該レンズの駆動完了後に再度焦点検出を行い、
　前記第二の合焦判定幅は、前記第一の合焦判定幅よりも大きく、前記レンズから得られ
た情報に基づいて該レンズの駆動限界値以上になるように設定されることを特徴とするレ
ンズ交換式カメラ。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記レンズの前記駆動限界値が第一の所定値より大きい場合には前記
第二の合焦判定幅を第一の値に設定し、該駆動限界値が該第一の所定値以下である場合に
は該第二の合焦判定幅を該第一の値より小さい第二の値に設定することを特徴とする請求
項１に記載のレンズ交換式カメラ。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記レンズのＡＦ敏感度誤差が第一の所定値より大きく、かつ、前記レンズの駆動限界
値が第二の所定値より大きい場合には、前記第二の合焦判定幅を第一の値に設定し、
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　前記ＡＦ敏感度誤差が前記第一の所定値より大きく、かつ、前記駆動限界値が前記第二
の所定値以下である場合には、前記第二の合焦判定幅を前記第一の値より小さい第二の値
に設定し、
　前記ＡＦ敏感度誤差が前記第一の所定値以下である場合には、前記第二の合焦判定幅を
前記第一の値に設定する、ことを特徴とする請求項１に記載のレンズ交換式カメラ。
【請求項４】
　前記情報は、前記レンズのＩＤ情報であり、
　前記制御手段は、複数のレンズそれぞれに関する複数の駆動限界値を記憶しており、前
記レンズの前記ＩＤ情報に基づいて該複数の駆動限界値から特定の駆動限界値を選択する
ことを特徴とする請求項１に記載のレンズ交換式カメラ。
【請求項５】
　焦点検出を行うことにより得られたディフォーカス量を算出するステップと、
　前記ディフォーカス量がレンズの第一の合焦判定幅の範囲内の場合には該レンズの駆動
を行わずに合焦動作を終了し、該ディフォーカス量が該第一の合焦判定幅の範囲外の場合
には合焦動作を行うステップと、
　前記第一の合焦判定幅よりも大きく、前記レンズから得られた情報に基づいて該レンズ
の駆動限界値以上になるように第二の合焦判定幅を設定するステップと、
　前記ディフォーカス量が前記レンズの第二の合焦判定幅の範囲内の場合には該レンズの
駆動完了後に再度焦点検出を行うことなく合焦動作を終了し、該ディフォーカス量が該第
二の合焦判定幅の範囲外の場合には該レンズの駆動完了後に再度焦点検出を行うステップ
と、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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